
研究職員の公募について 

１．募集人員 １名 

２．専門分野 科学技術政策研究、イノベーション研究、経済学・経営学、特許や産学連携に関す

るデータの分析、大学の研究力分析、あるいは、これらの関連分野。（他分野での

研究経験等を基に、これらの分野に新たに取り組むことも可能。） 

３．採用官職名 研究員又は主任研究官 

（研究員の場合は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する

法律第 3条第 1 項第 2号の規定に基づく若手育成型任期付研究員の採用） 

（主任研究官の場合は、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関

する法律第 3条第 1 項第 1号の規定に基づく招へい型任期付研究員の採用） 

４．所属部署 文部科学省 科学技術・学術政策研究所 第２研究グループ（予定） 

５．応募資格  次の(1)から(3)までのいずれをも満たすこと。また、(4)以降の能力を有するとよ

り望ましい。 

【研究員の場合 】 

(1) 上記専門分野における 大学院修士課程修了の学歴又はそれと同等程度以上の能力を有する者。 

(2) 大学学部卒業後５年以上の研究の経歴（大学院生としての研究経歴を含む）、若しくは同等と

認められる経験を有すること。（「同等と認められる経験」の例としては、大学、公的研究機

関、企業（民間研究機関を含む）における、研究開発、調査分析、研究アドミニストレーショ

ン、戦略立案等の業務の経験など。）

(3) これまでにデータ(実験、観測、統計、数値計算、自然言語処理など、データの種類は問わな

い)を用いた調査研究を実施し、それらを自らの力で報告書・論文等の形にまとめた経験を有

する者。データの解釈・活用・考察について他者と議論し、アイデアを広げることにやり甲斐

と意義を感じることができる者。

(4) 所属部署の一員として、他のメンバーと協調し、責任感を持って調査研究を実施できる能力を

有する者(柔軟な発想に基づき他のメンバーと積極的に議論ができる、問題点の指摘に留まる

のではなく代案を提示する努力ができる、限られた時間で効果的な調査研究を提案・実施する

など)。

(5) これまでの専門分野にこだわらず新たに科学技術・学術政策研究に挑戦する意欲のある者、科

学技術・学術政策における今日的な課題を定量・定性データに立脚して明らかにしたいと考え

ている者を歓迎する。

(6) 現在の自らの専門分野についての議論ができる程度の英語力を有すること。

【主任研究官の場合】 

(1) 上記専門分野における大学院博士課程修了の学歴又はそれと同等程度以上の能力を有する者。 

(2) 上記専門分野における 10 年以上の研究歴を有する者又はそれと同等程度と認められる経験

を有する者。但し、科学技術・学術政策に関する調査研究の経験が 3年以上あること。

(3) 上記専門分野について高い専門的能力を有するとともに、研究開発活動や科学技術イノベーシ

ョン政策に係る広範な関連分野について文献資料を不自由なく理解し、応用できる能力を有す



る者。 

(4) 科学技術指標やデータベースを用いた論文や特許の分析に精通するとともに、同様の分析を自

ら行う能力を有する者。科学技術・学術政策における今日的な課題を定量・定性データに立脚

して明らかにしたいと考えている者を歓迎する。 

(5) 業務内容について議論することのできる英語力を有すること。 

 

なお、国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第３８条の規程により国家公務員になることが

出来ない者は応募できない。 

 

６．職務内容  

所属部署において、必要に応じ他のグループ構成員と連携・協力し、以下の調査研究業務に従事

し、成果を報告書等にまとめる。また、文部科学省をはじめとする行政関連部局と協力し、科学技

術政策の策定に必要な資料等を作成する｡更に、主任研究官の場合、所属部署のサブリーダーとし

て研究のマネジメントを行う。  

（1）民間企業、大学、公的研究機関の研究開発やイノベーションに関するデータ等を用いた実証

的な研究 

（2）科学技術イノベーション政策の効果・影響に関する理論的・実証的研究 

（3）民間企業の研究開発活動に関する調査の実施と調査データの分析   

（ https://www.nistep.go.jp/research/rd-andinnovation/surveys-on-rd-activities-b

y-private-corporations ）  

 

７．採用予定日 令和４年１月１日（ただし、事情によってはこの限りではない） 

 

８．任用期間  原則として３年間 

        （任期更新審査を経て、最長５年間まで延長の可能性あり） 

 

９．勤務条件  

(1)報  酬 ：一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律（平成９

年法律第６５号）等に基づき、支給  

(2)勤務時間 ：９：３０～１８：１５＜休憩時間１２時～１３時＞  

 ※フレックスタイム制あり  

(3)休  暇 ：原則として、週休２日(土、日)、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、

年次有給休暇、夏期休暇等の特別休暇、病気休暇等あり  

(4)そ の 他 ：健康保険及び年金は、文部科学省共済組合に加入    

 

10．提出書類 

(1) 志望理由書（Ａ４用紙１枚程度、上記職務内容に列記した項目のいずれかに関する意見、問

題意識を含めること） 

(2) 履歴書（市販の用紙で可、写真を貼付のこと） 

(3) 研究業績又は上記応募資格に関連した過去の業務実績を記述した文書 

(4) 主な研究業績等の別刷り等（コピー可） 

(5) 推薦書があることが望ましい 

https://www.nistep.go.jp/research/rd-andinnovation/surveys-on-rd-activities-by-private-corporations
https://www.nistep.go.jp/research/rd-andinnovation/surveys-on-rd-activities-by-private-corporations


11．応募締切  令和３年１１月１２日（金）必着 

 

12．応募書類の提出方法及び提出先 

郵送又は電子メールから選択し提出すること。ただし、審査に必要な業績資料等（主に提出書類

(3)(4)）で電子化が困難・非効率なものは、一部を郵送として提出することも可能とする。 

なお、提出された書類は本公募の選考にのみ使用し、選考後書類は返却しない。 

  ①郵送の場合 

  封筒に「第２研究グループ任期付研究員応募書類」と朱筆し、「簡易書留」で発送 

  【宛先】 

〒１００－００１３ 東京都千代田区霞が関３－２－２ 中央合同庁舎第７号館東館１６階 

科学技術・学術政策研究所 総務課 庶務係 

②電子メールの場合 

  件名を「第２研究グループ任期付研究員応募書類」とし、提出書類を PDFファイルで提出 

  提出書類には応募者が任意のパスワードを設定し、パスワードの通知は別メールですること。 

  （厳封が必要な推薦書の対応） 

応募者本人からの郵送を原則とするが、推薦元の教授等からメール等の直送も受け付ける。 

  【宛先】 

   jinji=nistep.go.jp （「=」を「@」に置き換えて送付して下さい。）  

 

13．問い合わせ先  科学技術・学術政策研究所 総務課 庶務係 

ＴＥＬ：０３－３５８１－２３９１ ／ＦＡＸ：０３－３５０３－３９９６ 

Ｅ－ＭＡＩＬ：jinji=nistep.go.jp （「=」を「@」に置き換えて送付して下さい。）  
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